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２００１．１０．１（４）

２
０
０
１
年
度

私
立
小
・
中
学
校
等

保
護
者
補
助
金
申
請

受
け
付
け
て
い
ま
す

市
で
は
、
私
立
の
小
・
中
学
校
及
び

外
国
人
を
対
象
と
し
て
教
育
を
行
う
学

校
の
児
童
・
生
徒
の
保
護
者
に
、
負
担

の
軽
減
を
図
る
た
め
補
助
を
行
っ
て
い

ま
す
。

希
望
さ
れ
る
方
で
今
年
度
ま
だ
申
請

を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
お
早
め
に
申

請
し
て
下
さ
い
。

○
対
象

次
の
�１
〜
�３
全
て
に
該
当
す

る
方
�１
２
０
０
１
年
５
月
１
日
現
在
、

町
田
市
に
住
民
登
録
ま
た
は
外
国
人
登

録
を
し
て
い
る
方
�２
私
立
の
小
・
中
学

校
（
盲
・
ろ
う
・
養
護
学
校
の
小
・
中

学
部
を
含
む
）ま
た
は
外
国
人
学
校（
学

校
教
育
法
に
定
め
る
各
種
学
校
）
の
う

ち
小
・
中
学
校
に
相
当
す
る
も
の
に
在

学
す
る
児
童
・
生
徒
の
保
護
者
�３
授
業

料
を
納
付
し
て
い
る
方

○
補
助
金
額

児
童
・
生
徒
１
人
に
つ

き
年
額
５
０
０
０
円

○
申
し
込
み

申
請
書
（
総
務
課
�
市

役
所
３
階
、
南
・
な
る
せ
駅
前
・
鶴
川

・
忠
生
・
堺
の
各
市
民
セ
ン
タ
ー
、
玉

川
学
園
文
化
・
木
曽
山
崎
・
小
山
の
各

セ
ン
タ
ー
、
市
民
課
駅
前
連
絡
所
に
あ

り
ま
す
）
に
記
入
し
、
２
０
０
２
年
３

月
２０
日
ま
で
（
必
着
）
に
、
総
務
課
（
�

７
２
４
・
２
１
０
４
）
へ
提
出
し
て
下

さ
い
（
郵
送
可
）。

※
各
市
民
セ
ン
タ
ー
等
で
は
申
請
書
の

受
け
付
け
は
行
い
ま
せ
ん
。

介
護
保
険
料
軽
減

を
拡
大
し
ま
す

介
護
保
険
は
高
齢
者
の
介
護
を
社
会

全
体
で
支
え
る
制
度
で
、
介
護
サ
ー
ビ

ス
に
要
す
る
財
源
の
一
部
は
、
保
険
料

と
し
て
６５
歳
以
上
の
第
１
号
被
保
険
者

の
方
全
員
に
負
担
し
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。

保
険
料
は
、
１０
月
か
ら
軽
減
の
特
別

対
策
が
終
了
し
、
本
来
の
額
に
な
り
ま

す
。市

で
は
、
今
ま
で
災
害
な
ど
に
よ
り

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
方
に

対
し
、
介
護
保
険
料
の
軽
減
を
行
っ
て

き
ま
し
た
。
１０
月
１
日
か
ら
は
新
た
に

次
の
要
件
全
て
に
該
当
す
る
第
１
号
被

保
険
者
に
軽
減
を
拡
大
し
ま
す
。

１
、
世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税
（
第

２
段
階
以
下
で
、
生
活
保
護
受
給
者
・

介
護
福
祉
施
設
入
所
者
を
除
く
）

２
、
年
間
収
入
が
生
活
保
護
基
準
以
下

３
、
市
民
税
課
税
者
に
扶
養
さ
れ
て
い

な
い

４
、
市
民
税
課
税
者
と
生
計
を
共
に
し

て
い
な
い

５
、
資
産
等
を
活
用
し
て
も
な
お
、
生

活
が
困
窮
し
て
い
る

６
、
医
療
保
険
及
び
介
護
保
険
（
合
計

を
含
む
）
で
高
額
の
自
己
負
担
が
あ
る

軽
減
の
割
合
は
、
第
２
段
階
の
方
は

第
１
段
階
の
金
額
に
、
第
１
段
階
の
方

は
２
分
の
１
に
な
り
ま
す
。
申
請
方
法

等
詳
し
い
内
容
は
高
齢
者
介
護
課
に
お

問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

※
保
険
料
を
１
年
以
上
滞
納
す
る
と
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
よ
う
と
す
る
際
、

給
付
が
制
限
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
に
ご
注

意
下
さ
い
。

�問
高
齢
者
介
護
課
�
７
２
１
・
３
１
１

０町
田
市
花
と
み
ど
り
の
会

秋
の「
緑
の
交
換
会
」

「
緑
の
交
換
会
」
を
秋
風
そ
よ
ぐ
忠

生
公
園
で
開
催
し
ま
す
。
ご
家
庭
で
増

や
し
た
り
、
不
要
に
な
っ
た
草
花
や
観

葉
植
物
、
盆
栽
な
ど
の
鉢
物
を
持
ち
寄

り
交
換
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

直
接
会
場
へ
お
い
で
下
さ
い
。

○
日
時

１０
月
２０
日
（
土
）
午
前
９
時

〜
１１
時
（
小
雨
実
施
）

○
会
場

忠
生
公
園
が
に
や
ら
自
然
館

前
広
場

※
鉢
植
え
は
、
根
の
し
っ
か
り
し
て
い

る
も
の
に
植
物
の
名
札
を
付
け
て
お
持

ち
下
さ
い
。
ま
た
、
出
品
物
は
町
田
市

花
と
み
ど
り
の
会
に
寄
付
さ
れ
た
も
の

と
し
て
扱
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

�問
町
田
市
花
と
み
ど
り
の
会
事
務
局

（
公
園
緑
地
課
内
）
�
７
９
３
・
７
６

１
１
ま
た
は
忠
生
が
に
や
ら
自
然
館
�

７
９
２
・
１
３
２
６
（
�
当
日
の
み
）

町
田
市
公
民
館

小
山
地
域
市
民
講
座

【
小
山
・
自
然
と
歴
史
の
再
発
見
】

小
山
地
域
に
は
日
本
で
も
有
数
の
横

穴
墓
や
田
端
環
状
遺
跡
等
が
あ
り
ま

す
。
尾
根
緑
道
や
境
川
流
域
を
中
心
と

し
た
生
活
や
自
然
環
境
な
ど
か
ら
小
山

地
域
の
認
識
を
新
た
に
し
ま
す
。

○
対
象

市
内
在
住
で
全
回
出
席
で
き

る
方

○
時
間

午
後
７
時
〜
９
時

○
会
場

小
山
セ
ン
タ
ー
第
一
会
議
室

○
定
員

５０
人
（
地
域
住
民
を
優
先
の

う
え
抽
選
）

○
申
し
込
み

往
復
ハ
ガ
キ
に
住
所
・

氏
名
・
電
話
番
号
を
明
記
し
、
１０
月
１５

日
（
月
）
ま
で
（
必
着
）
に
町
田
市
公

民
館
「
小
山
地
域
市
民
講
座
」
係
（
〒

１９４
―
０
０
１
３
、原
町
田
４
―
１６
―
１７
、

�
７
２
８
・
０
０
７
１
）
へ
。

町
田
市
社
会
福
祉
協
議
会

福

祉

バ

ザ

ー

○
日
時

１１
月
４
日
（
日
）
午
前
１０
時

〜
午
後
２
時
（
雨
天
決
行
）

○
会
場

ぽ
っ
ぽ
町
田
（
原
町
田
４
―

１０
―
２０
）

【
物
品
の
寄
贈
を
お
願
い
し
ま
す
】

○
受
付
期
間

１０
月
１
日
〜
２６
日
（
土

・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く
）

○
受
付
時
間

午
前
８
時
３０
分
〜
午
後

５
時

○
受
付
場
所

町
田
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

４
階

○
寄
贈
物
品
の
内
容

日
用
品
、
衣
類

雑
貨
、
食
品
、
食
器
、
寝
具
類
、
手
提

げ
袋
等

※
提
供
品
は
直
接
お
持
ち
い
た
だ
く
か

宅
配
便
等
で
お
願
い
し
ま
す
。

�問
町
田
市
社
会
福
祉
協
議
会
�
７
２
２

・
４
８
９
８

過
去
５
年
間
の
収
納
率
を
み
ま
す
と

当
該
年
度
に
国
民
健
康
保
険
税
の
約
一

割
が
収
納
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
一
人
あ
た
り
の
医

療
費
も
高
額
で
、
国
民
健
康
保
険
の
運

営
は
か
な
り
厳
し
い
状
況
と
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
、
災
害
等
特
別
な
事

情
が
な
く
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
し

て
い
る
方
に
対
す
る
措
置
が
厳
し
く
な

っ
て
い
ま
す
。

滞
納
す
る
と
厳
し
い
措
置
も

【
滞
納
処
分
】

税
の
公
平
性
の
観
点
か
ら
も
、
そ
の

ま
ま
放
置
を
し
て
お
く
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
の
で
、
不
動
産
・
債
権
（
銀
行
預

金
・
郵
便
貯
金
・
生
命
保
険
等
）・
電

話
加
入
権
の
差
押
等
滞
納
処
分
を
随
時

行
っ
て
い
ま
す
。

【
給
付
支
払
金
の
一
時
差
止
】

高
額
療
養
費
及
び
出
産
育
児
一
時
金

等
の
現
金
給
付
の
支
払
い
が
一
時
差
止

に
な
り
ま
す
。

こ
の
場
合
、
滞
納
保
険
税
を
完
納
し

て
い
た
だ
く
か
、
ま
た
は
一
時
差
止
額

を
滞
納
保
険
税
に
充
当
し
て
い
た
だ
か

な
い
と
給
付
は
一
切
行
わ
れ
ま
せ
ん
。

【
高
額
療
養
費
・
出
産
費
資
金
貸
付
の

停
止
】

医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
と
き
や
出

産
時
に
出
産
費
用
の
一
部
の
貸
付
を
行

っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
制
度
の
利
用
が

で
き
ま
せ
ん
。

【
資
格
証
明
書
の
交
付
】

保
険
税
を
滞
納
し
て
い
る
方
に
は
、

こ
れ
ま
で
有
効
期
間
の
短
い
保
険
証
を

交
付
し
て
き
ま
し
た
が
、
こ
の
保
険
証

を
回
収
の
上
、
被
保
険
者
資
格
証
明
書

を
交
付
し
ま
す
。

資
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
ま
す

と
、
医
療
機
関
に
か
か
っ
た
と
き
、
医

療
費
の
全
額
（
１０
割
）
を
自
己
負
担
し

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

【
給
付
支
払
金
の
保
険
税
へ
の
充
当
】

資
格
証
明
書
を
交
付
さ
れ
て
い
る
方

に
は
、
給
付
支
払
金
を
保
険
税
へ
充
当

し
、
現
金
給
付
は
行
わ
れ
ま
せ
ん
。

◎
以
上
の
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
保
険
税
の
支
払

い
が
困
難
に
な
っ
た
と
き
は
す
ぐ
に
国

民
健
康
保
険
課
納
付
係
（
�
７
２
４
・

２
１
２
５
）
へ
ご
相
談
下
さ
い
。

保保保保保保保保保保
険険険険険険険険険険
税税税税税税税税税税
減減減減減減減減減減
免免免免免免免免免免
制制制制制制制制制制
度度度度度度度度度度

つ
ぎ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
世
帯

で
、
生
活
が
著
し
く
困
窮
し
、
保
険
税

を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
と
認
め
ら
れ

る
場
合
、
保
険
税
の
う
ち
、
所
得
割
額

に
対
し
て
、
減
免
で
き
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

�１

風
水
害
等
で
居
住
用
財
産
の
２０
％

以
上
被
害
を
受
け
た
場
合
。

�２

法
定
減
額
世
帯
に
該
当
し
な
い
世

帯
で
、
世
帯
主
等
が
病
気
、
負
傷
、
失

業
ま
た
は
事
業
の
休
廃
止
に
よ
り
、
所

得
が
著
し
く
減
少
し
た
場
合
。た
だ
し
、

今
年
度
の
課
税
所
得
が
、３３
万
円
＋（
３４

万
円
×
世
帯
主
を
除
く
被
保
険
者
数
）

以
下
の
世
帯
。

�３

自
己
の
債
務
弁
済
の
た
め
に
、
１０

年
以
上
居
住
し
て
い
た
財
産
を
譲
渡

し
、
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
五
条
に

基
づ
く
確
定
申
告
を
し
た
場
合
。
こ
れ

ら
に
該
当
す
る
場
合
は
、
納
付
相
談
時

に
併
せ
て
ご
相
談
下
さ
い
。

�４

監
獄
、
労
役
場
等
に
拘
禁
さ
れ
て

い
る
（
さ
れ
て
い
た
）
場
合
は
、
申
請

に
よ
り
該
当
者
分
の
国
保
税
が
、
そ
の

期
間
に
応
じ
て
免
除
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
納
税
通
知
書
に
「
所
得
未
判

明
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
方
は
、
市
民

税
申
告
ま
た
は
総
所
得
申
告
書
を
提
出

し
て
下
さ
い
。
所
得
等
に
よ
っ
て
は
、

国
保
税
均
等
割
及
び
平
等
割
の
６
割
な

い
し
４
割
が
軽
減
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
国
民
健
康
保
険
課
加

入
課
税
係
（
�
７
２
４
・
２
１
２
４
）

へ
。

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１
割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割
がががががががががががががががががががが
未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未
納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納
医
療
費
も
高
額
に

町田市と相模原市では、これまで様々な
連携・交流事業を行ってきました。今回は、
町田フィルハーモニー交響楽団と相模原市
民混声合唱団が共演しての文化交流イベン
トを行います。
○期日 １０月２８日（日）
○時間 午後２時開演
○会場 グリーンホール相模大野（相模原
市相模大野４―４―１）
○プログラム ボロディン「だったん人の
踊り」、シベリウス「交響曲第２番」他
○指揮 十束尚宏氏
○費用 １５００円（全席自由）
�問同楽団事務局�７２２・２２５９または企画
調整課�７２４・２１０３

【「
右
往
左
往
の
日
々
」
パ
ス
テ
ル
ト
ー
ン

の
光
景
〜
加
奈
陀
白
秋
�
�
カ
ナ
ダ
、東
欧
、

そ
し
て
北
海
道
の
撮
影
紀
行
�
�
】

晩
秋
の
カ
ナ
ダ
、
東
欧
の
街
角
で
の
風
景

な
ど
の
作
品
に
加
え
、北
海
道
の
花
木
な
ど
、

約
４０
点
の
作
品
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
ま

す
。

○
期
間

１１
月
１８
日
ま
で

※
火
曜
日
は
休
館
し
ま
す
。

○
会
場

町
田
市
フ
ォ
ト
サ
ロ
ン
・
秋
山
庄

太
郎
常
設
展
示
室

○
入
館
料

大
人
１
０
０
円
（
中
学
生
以
下

無
料
）

○
開
館
時
間

午
前
９
時
３０
分
〜
午
後
４
時

３０
分
（
入
館
は
４
時
ま
で
）

�問
町
田
市
フ
ォ
ト
サ
ロ
ン（
薬
師
池
公
園
内
）

��
７７
３３
６６
・・
８８
２２
８８
１１

●過去５年間の収納
率の推移（現年度分）

８９．１８％
８９．１２％
８９．２０％
８９．９５％
９０．３２％

●過去５年間の一人あた
りの医療費の推移（一般）

１４０，７４２円
１４１，６３６円
１４２，６０３円
１３９，５２１円
１３８，７３８円

※滞納税額（平成１３年５月
３１日現在）

２，８７２，８８１，２８０円
※一般会計から国民健康保
険会計への繰入分（平成１２
年度国民健康保険赤字分）

１，４２３，４６１，０００円

平成８年度
平成９年度
平成１０年度
平成１１年度
平成１２年度

平成８年度
平成９年度
平成１０年度
平成１１年度
平成１２年度

町田市フォトサロン
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国民健康
保険税
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をををををををををををををををを

小山地域市民講座日程表
講 師

町田市社会教育課文化財係職員

東京都埋蔵文化財センター調査
研究員 大西雅也氏

日本考古学協会会員
佐々木蔵之助氏

ＮＨＫ文化センター野外学習講
座講師 内野秀重氏

学習のまとめ 話し合い

テーマ

多摩の遺跡	１

多摩の遺跡	２

玉利屋日記

小山の自然と
くらし

実施日
１０月２６日
（金）
１１月２日
（金）
１１月９日
（金）
１１月１６日
（金）
１１月３０日
（金）

相模原市・町田市文化交流イベント

町田フィルハーモニー交響楽団
�第５３回定期演奏会�


